
は
じ
め
に

い
ん
べ
の
―
こ
び
と

忌
部
子
首
（
？
―
七
一
九
）
に
つ
い
て
、『
日
本
人
名
大
辞
典
』（
講
談
社
、
二

〇
〇
一
年
一
二
月
）
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

あ

す

か

じ
ん
し
ん

お
お
あ
ま
の

お
お
と
も
の
―
ふ
け
い

飛
鳥‐

奈
良
時
代
の
官
吏
。
壬
申
の
乱
の
と
き
大
海
人
皇
子
方
の
大
伴
吹
負

し
こ
ぶ
ち

む
ら
じ

す

く

ね

か
ば
ね

に
属
し
た
。
天
武
天
皇
９
年
弟
の
色
弗
と
と
も
に
連
、
の
ち
宿
禰
の
姓
を
あ

た
え
ら
れ
る
。
１０
年
川
島
皇
子
ら
と
と
も
に
歴
代
天
皇
の
系
譜
な
ど
を
ま
と
め

い

せ

う
る
う

る
。
の
ち
伊
勢
神
宮
奉
幣
使
、
出
雲
守
。
従
四
位
上
。
養
老
３
年
閏
７
月
死

お
び
と

去
。
名
は
首
と
も
い
い
、
子
人
と
も
か
く
。

子
首
に
関
し
て
は
、
忌
部
氏
が
宮
廷
祭
祀
に
携
わ
っ
た
氏
族
で
あ
る
こ
と
に
加

え
、
お
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
経
歴
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
従
来
さ

ま
ざ
ま
な
推
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
記
紀
の
い
わ
ゆ
る
出
雲
神
話
の
原
資
料

を
も
た
ら
し
た
と
す
る
も
の

（
１
）

や
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
（『
延
喜
式
』
巻
第
八
）
の

成
立
に
関
与
し
た
と
す
る
も
の

（
２
）

、
原
撰
『
出
雲
国
風
土
記
』
を
撰
進
し
た
と
す

る
も
の

（
３
）

な
ど
で
あ
る
。
そ
う
し
た
見
方
を
過
大
評
価
と
批
判
す
る
も
の

（
４
）

も
含

め
、
子
首
に
ふ
れ
た
論
考
は
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
子
首
の
経
歴
に
つ
い
て
十
分
な
考

証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
個
別
に
と
り
あ
げ

る
こ
と
は
し
な
い
が
、
従
来
の
理
解
に
は
根
本
的
な
疑
義
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

ま
ず
は
煩
を
厭
わ
ず
、「
子
首
」
お
よ
び
「
首
」
・
「
子
人
」
の
名
が
み
え
る

『
日
本
書
紀
』
・
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
す
べ
て
掲
出
し
て
み
よ
う
。

忌
部
首
・
同
子
首
を
め
ぐ
っ
て

―
同
一
人
説
批
判
―

A
S
tu

d
y

o
f“

Im
b
e-n

o
-O

b
ito

（
忌
部
首
）”

a
n
d“

Im
b
e-n

o
-K

o
b
ito

（
忌
部
子
首
）”
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名
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一①
『
日
本
書
紀

（
５
）

』
巻
第
廿
八
・
天
武
元
年
七
月
壬
辰
条

将
軍
吹
負
、
屯
二

于
乃
楽
山
上
。一

時
荒
田
尾
直
赤
麻
呂
、
啓
二

将
軍
一

曰
、
古

京
是
本
営
処
也
。
宜
二

固
守
。一

将
軍
従
之
。
則
遣
二

赤
麻
呂
・
忌
部
首
子
人
、一

令
レ

戍
二

古
京
。一

於
是
、
赤
麻
呂
等
詣
二

古
京
、一

而
解
二

取
道
路
橋
板
一

作
レ

楯
、

竪
二

於
京
辺
衢
一

以
守
之
。

②
『
日
本
書
紀
』
巻
第
廿
九
・
天
武
九
年
正
月
甲
申
条

天
皇
御
二

于
向
小
殿
、一

而
宴
二

王
卿
於
大
殿
之
庭
。一

是
日
、
忌
部
首
首
、

賜
レ

姓
曰
レ

連
。
則
与
二

弟
色
弗
一

共
悦
拝
。

③
『
日
本
書
紀
』
巻
第
廿
九
・
天
武
十
年
三
月
丙
戌
条

天
皇
御
二

于
大
極
殿
、一

以
詔
二

川
嶋
皇
子
・
忍
壁
皇
子
・
広
瀬
王
・
竹
田
王
・

桑
田
王
・
三
野
王
・
大
錦
下
上
毛
野
君
三
千
・
小
錦
中
忌
部
連
首
・
小
錦
下

阿
曇
連
稲
敷
・
難
波
連
大
形
・
大
山
上
中
臣
連
大
嶋
・
大
山
下
平
群
臣
子

首
、一

令
レ

記
二

定
帝
紀
及
上
古
諸
事
。一

大
嶋
・
子
首
、
親
執
レ

筆
以
録
焉
。

④
『
続
日
本
紀

（
６
）

』
巻
第
二
・
大
宝
二
年
三
月
戊
寅
条

正
五
位
下
中
臣
朝
臣
意
美
麻
呂
、
従
五
位
下
忌
部
宿
禰
子
首
、
従
六
位
下
中

臣
朝
臣
石
木
・
忌
部
宿
禰
狛
麻
呂
、
正
七
位
下
菅
生
朝
臣
国
桙
、
従
七
位
下

巫
部
宿
禰
博
士
、
正
八
位
上
忌
部
宿
禰
名
代
、
並
進
二

位
一
階
。一

⑤
『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
・
慶
雲
元
年
十
一
月
庚
寅
条

遣
二

従
五
位
上
忌
部
宿
禰
子
首
、一

供
二

幣
帛
・
鳳
凰
鏡
・
窠
子
錦
于
伊
勢
大
神

宮
。一

⑥
『
続
日
本
紀
』
巻
第
四
・
和
銅
元
年
三
月
丙
午
条

以
二

従
四
位
上
中
臣
朝
臣
意
美
麻
呂
一

為
二

神
祇
伯
。一

…
…
正
五
位
下
忌
部
宿

禰
子
首
為
二

出
雲
守
。一

…
…

⑦
『
続
日
本
紀
』
巻
第
五
・
和
銅
四
年
四
月
壬
午
条

詔
叙
二

文
武
百
寮
成
選
者
位
。一

従
五
位
上
熊
凝
王
・
長
田
王
並
授
二

正
五
位

下
。一

…
…
正
五
位
下
忌
部
宿
禰
子
首
・
阿
倍
朝
臣
広
庭
・
石
川
朝
臣
難
波

麿
・
石
川
朝
臣
石
足
・
大
宅
朝
臣
金
弓
・
太
朝
臣
安
麻
呂
・
多
治
比
真
人
三

宅
麻
呂
、
従
五
位
上
笠
朝
臣
麻
呂
並
正
五
位
上
。
…
…

⑧
『
続
日
本
紀
』
巻
第
六
・
和
銅
七
年
正
月
甲
子
条

授
二

正
四
位
下
多
治
比
真
人
池
守
従
三
位
。一

…
…
正
五
位
上
石
川
朝
臣
石

足
・
石
川
朝
臣
難
波
麻
呂
・
忌
部
宿
禰
子
首
、
正
五
位
下
阿
倍
朝
臣
首
名
、

従
五
位
上
阿
倍
朝
臣
尓
閇
並
従
四
位
下
。
…
…

⑨
『
続
日
本
紀
』
巻
第
八
・
養
老
二
年
正
月
庚
子
条

詔
授
二

二
品
舎
人
親
王
一
品
。一

…
…
従
四
位
下
忌
部
宿
禰
子
人
・
阿
倍
朝
臣

広
庭
並
従
四
位
上
。
…
…
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⑩
『
続
日
本
紀
』
巻
第
八
・
養
老
三
年
閏
七
月
辛
未
条

散
位
従
四
位
上
忌
部
宿
禰
子
人
卒
。

先
に
引
い
た
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
を
は
じ
め
と
す
る
辞
典
類
や
、『
日
本
書

紀
』
・
『
続
日
本
紀
』
の
注
釈
な
ど
、
現
行
の
諸
書
は
い
ず
れ
も
、
①
～
⑩
の
傍

か
ば
ね

線
部
を
す
べ
て
同
一
人
と
解
し
て
い
る
。
姓
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
②
お
よ
び

『
日
本
書
紀
』
巻
第
廿
九
・
天
武
十
三
年
十
二
月
己
卯
条

（
７
）

に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら

れ
る
た
め
、
不
審
は
な
い
。
し
か
し
、「
子
人
」
・
「
首
」
・
「
子
首
」
を
同
一

人
と
断
じ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、「
子
人
」
と
「
子
首
」
は
い
ず
れ
も
コ
ビ
ト
と
訓
め
る
か
ら
、

同
名
異
表
記
と
み
て
問
題
は
な
か
ろ
う

（
８
）

。
コ
オ
ビ
ト
が
約
さ
れ
て
コ
ビ
ト
と
な

る
の
は
不
自
然
で
は
な
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
古
事
記
伝
』
が
次
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
る
。オ

ビ

ト

ノ

コ

ビ
ト

ノ

コ

首
は
…
…
意
毘
登
と
訓
べ
し
、
…
…
書
紀
に
、
三
輪
君
子
首
、
忌
部
首
子

ビ
ト

コ

ビ
ト

コ

ヒ
ビ
キ

オ

フ
ク

首
な
ど
云
名
を
、
子
人
と
も
書
る
は
、
子
の
韻
に
意
を
含
め
る
故
に
、
お
の

コ

ビ

ト

づ
か
ら
古
毘
登
と
唱
へ
ら
る
ゝ
な
り

（
９
）

、

加
え
て
、『
続
日
本
紀
』
中
、
④
～
⑧
の
「
子
首
」
と
⑨
⑩
の
「
子
人
」
と
で

は
位
階
等
に
お
い
て
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。
以
上
に
よ
り
、
④
以
下
が
す
べ
て

同
一
人
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
い
え
よ
う
。

次
に
壬
申
紀
の
①
は
、
④
以
下
と
や
や
年
代
に
開
き
が
あ
る
も
の
の
、
や
は
り

同
一
の
コ
ビ
ト
の
記
事
と
み
て
不
都
合
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
（
以
下
、
こ
の
人
物

を
子
首
と
表
記
す
る
）。
子
首
は
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
に
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ

（
⑥
）、
在
任
期
間
は
不
明
で
あ
る
が

（
１０
）

、
そ
の
後
任
官
記
事
は
み
え
ず
、
養
老

三
年
（
七
一
九
）
に
散
位
で
没
し
て
い
る
か
ら
（
⑩
）、
す
で
に
七
〇
を
超
え
致

仕
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
子
首
よ
り
二
年
早
く
、
養
老
元
年
（
七
一
七
）
に
七

八
歳
で
没
し
た
石
上
麻
呂
も
壬
申
紀
の
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
年
輩
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
お
お
よ
そ

三
〇
歳
前
後
で
壬
申
年
を
む
か
え
、
①
に
名
を
と
ど
め
る
ほ
ど
の
働
き
を
み
せ
た

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
②
の
「
忌
部
首
首�

」
お
よ
び
③
の
「
忌
部
連
首
」
で
あ
る
。
②
と
③
の

「
首
」
は
明
ら
か
に
同
一
人
で
あ
る
が
、「
首
」
と
子
首
を
同
一
と
み
る
べ
き
理
由

は
ま
だ
み
え
て
こ
な
い
。

二ま
ず
、
先
入
観
を
排
し
て
み
れ
ば
、「
首
」
を
コ
ビ
ト
と
訓
む
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
実
際
、『
釈
日
本
紀
』
巻
廿
一
所
引
私
記
に
「
読
二

加
宇
倍
一

」
と
い
い

（
１１
）

、

『
日
本
書
紀
』
の
古
写
本
や
版
本
の
傍
訓
に
「
カ
ウ
ヘ
」
乃
至
「
カ
フ
ヘ
」
と
あ

る
か
ら

（
１２
）

、
カ
ウ
ベ
と
訓
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
行
の
『
日
本
書
紀
』
の
主
要
な
注
釈
は
、
い
ず
れ
も
「
首
」
に

「
こ
び
と
」と
ル
ビ
を
付
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
１３
）

。そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、「
首
は
子

人
・
子
首
に
も
作
る
」（
古
典
大
系
本
頭
注
）
と
い
っ
た
説
明
し
か
な
さ
れ
て
い
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こ
び
と

な
い
か
ら
、
こ
こ
で
「
首
」
が
定
着
す
る
に
到
っ
た
経
緯
を
探
っ
て
み
よ
う
。

古
写
本
や
版
本
の
よ
う
に
「
首
」
を
カ
ウ
べ
と
訓
む
か
ぎ
り
、「
子
人
」
や
「
子

首
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、「
首
」
と

子
首
と
の
関
係
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
は
、『
古
事
記
伝
』
が
最
も
早
く
、『
書

紀
集
解
』
が
こ
れ
に
次
ぐ
よ
う
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
と
い
っ
て
よ
い
。

前
者
は
忌
部
氏
に
関
し
て
説
明
す
る
際
に
②
の
記
事
を
引
用
し（
た
だ
し
、「
忌

部
首
首
」
を
「
忌
部
首
子
首
」
に
改
め
て
い
る
）、
次
の
注
を
加
え
て
い
る
。

ノ

ノ

オ
チ

コ

ビ
ト

今
本
に
、
子
首
の
子
字
脱
た
り
、
上
文
に
子
人
と
あ
る
と
、
同
人
な
り
、

コ

ビ

ト

子
首
と
書
る
を
も
、
古
毘
登
と
訓
べ
し

（
１４
）

、

②
に
記
さ
れ
た
者
が
①
の
「
子
人
」
と
「
同
人
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
本

コ

ビ
ト

来
は
「
子
首
」
で
あ
っ
て
コ
ビ
ト
と
訓
む
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
後
者
は
、
②
の
本
文
は
「
首
」
の
ま
ま
で
、「
コ
ウ
ト
」
の
傍
訓
を
付
し

て
い
る

（
１５
）

。
本
文
を
改
変
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
『
書
紀
集
解
』
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
意
外
に
も
脱
字
説
は
採
ら
ず
、
上
文
①
の
「
子
人
」
の
名
に

ニ

ニ

ス

天
武
天
皇
十
年
紀
子
人
作
レ

首
訓
通

（
１６
）

と
注
記
し
て
い
る
。「
訓
通
」と
い
う
の
み
で
判
然
と
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、「
子

お
び
と

人
」
を
コ
ヒ
ト
の
音
便
化
し
た
コ
ウ
ト
と
訓
め
ば
、
姓
の
首
の
訓
と
し
て
当
時

一
般
的
だ
っ
た
オ
ウ
ト

（
１７
）

は
こ
れ
と
通
じ
る
か
ら
、「
首
」
も
コ
ウ
ト
と
訓
め
る

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
「
子
人
作
レ

首
」、
す
な
わ
ち
①
の
「
子
人
」
と

②
③
の
「
首
」
が
同
一
人
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

右
の
範
囲
で
は
両
者
に
直
接
的
な
影
響
関
係
は
み
ら
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
も
①

の
「
子
人
」
と
②
③
の
「
首
」
を
同
一
人
と
断
じ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
点
に
つ
い

て
両
者
と
も
何
ら
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。『
古
事
記
伝
』
の
脱
字
説
は
、古
写
本

に
根
拠
が
な
い
う
え
、③
の
「
忌
部
連
首
」
に
つ
い
て
も
脱
字
を
想
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
、
明
確
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
書
紀
集
解
』
の
訓

通
説
も
、
現
代
の
音
韻
論
に
照
ら
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
「
首
」

お

び

と

を
オ
ウ
ト
で
な
く
オ
ビ
ト
と
訓
む
べ
き
こ
と
は
、『
古
事
記
伝
』
が
大
津
連
意
毘
登

の
例
を
あ
げ
て
指
摘
し
た
と
お
り
だ
か
ら

（
１８
）

、コ
ウ
ト
の
訓
も
否
定
さ
れ
る

（
１９
）

。

こ
び
と

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
述
の
よ
う
に
現
行
の
注
釈
は
「
首
」
と
し
て
い
る
。

コ
ビ
ト
の
訓
は
『
古
事
記
伝
』
に
、「
首
」
を
「
子
人
」
と
同
じ
く
訓
む
の
は
『
書

紀
集
解
』
に
倣
っ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
「
首
」
と
子
首
を
同

一
人
と
す
る
根
拠
を
示
さ
ず
に
出
発
し
て
い
た
。
以
降
も
そ
れ
が
補
わ
れ
る
こ
と

は
な
く
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

三根
拠
を
欠
く
同
一
人
説
に
対
し
、
批
判
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
敷
田
年
治
『
日
本
紀
標
註
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

カ
ウ
ベ

オ
ビ
ト

集
解
に
此
首
を
コ
ウ
ト
と
よ
み
て
、
上
に
見
え
た
る
、
忌
部

ノ

首
子
人
と
、
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ト

コ

ビ
ト

コ

ビ
ト

コ

オ
ビ
ト

同
人
に
説
け
る
は
非
な
り
、
子
人
は
続
紀
二
に
、
子
首
に
作
り
、
即
子

首
の

略
な
る
を
、
首
の
一
字
コ
ウ
ド
と
訓

ム

べ
き
理

リ

な
き
を
し
る
べ
し

（
２０
）

『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
史
に
お
い
て
、
同
一
人
説
を
批
判
し
た
お
そ
ら
く
唯
一

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
右
は
『
書
紀
集
解
』
の
訓
通
説
に
対
す
る
批
判
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
の
追
究
は
み
ら
れ
な
い
。『
古
事
記
伝
』
の
脱
字

説
は
こ
こ
で
は
否
定
さ
れ
ず
、
こ
の
後
、
同
一
人
説
を
定
着
さ
せ
て
い
く
こ
と
と

な
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
近
代
以
降
の
主
要
な
活
字
テ
キ
ス
ト
を
み
て
い
こ
う
。

一
八
九
七
年
二
月
に
経
済
雑
誌
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
旧
国
史
大
系『
日
本
書
紀
』

下
は
、
②
の
本
文
を
「
忌
部
首
首
」
と
し
た
う
え
で
、
頭
注
に
「
首
、
宣
長
云
、

此
上
脱
子
字
、
上
文
作
子
首
」
と
記
し
て
い
る
（「
作
子
首
」
は
「
作
子
人
」
と

す
べ
き
と
こ
ろ
）。

一
九
〇
三
年
一
月
刊
行
の
飯
田
武
郷
『
日
本
書
紀
通
釈
』
は
、
②
③
の
本
文
中

に
「
子
」
を
補
い
、「
忌
部
首
子
首
」
と
校
訂
し
て
い
る

（
２１
）

。
注
釈
に
は
『
古

事
記
伝
』
の
ほ
か
鈴
木
重
胤
『
日
本
書
紀
伝
』
を
引
用
す
る
ば
か
り
で
、
独
自
の

見
解
は
み
ら
れ
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
『
日
本
書
紀
伝
』
に
は
有
益
な
指
摘
も

含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
同
書
も
同
一
人
説
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
脱
字
説
に
関

し
て
は
『
古
事
記
伝
』
に
従
う
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
日
本
書
紀
通
釈
』
は

先
に
み
た
『
古
事
記
伝
』
の
説
の
み
に
よ
っ
て
、「
子
」
を
補
う
校
訂
を
お
こ
な
っ

た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
校
訂
本
文
は
一
時
定
着
を
み
る
。
飯
田
季
治『
日
本
書
紀
新
講
』

が
こ
れ
に
従
っ
た
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
が

（
２２
）

、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
も

採
用
さ
れ
た

（
２３
）

こ
と
で
、
脱
字
説
と
同
一
人
説
は
定
説
化
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

現
在
も
版
を
重
ね
て
い
る
同
書
の
影
響
力
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

さ
て
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
の
頭
注
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

子
首
、
拠
続
紀
大
宝
二
年
乃
至
和
銅
七
年
条
補
子
字
、
上
文

元
年
七
月
条

及
続
紀

養
老
二
年
三
年
条

作
子
人

④
～
⑧
の
「
子
首
」
の
記
事
の
み
に
よ
っ
て
「
首
」
を
「
子
首
」
に
改
め
た
と

い
う
か
ら
、
同
一
人
説
以
外
の
根
拠
が
追
加
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
結
局
、『
古

事
記
伝
』
以
来
の
脱
字
説
は
、「
首
」
と
子
首
（
①
⑨
⑩
の
「
子
人
」
を
含
む
）
が

同
一
人
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
し
か
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

「
首
」
・
子
首
同
一
人
説
も
、
有
力
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
脱
字
説
と
と

も
に
定
着
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、「
首
」

の
本
文
を
改
め
ず
に
コ
ビ
ト
と
訓
む
の
が
大
勢
と
な
っ
て
い
る
。
主
要
な
注
釈
で

最
初
に
脱
字
説
を
離
れ
た
の
は
日
本
古
典
全
書
本

（
２４
）

で
、
そ
の
理
由
は
示
さ
れ

て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
安
易
に
本
文
を
改
変
す
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
ろ

う
。
一
方
で
同
一
人
説
は
維
持
し
、
コ
ビ
ト
で
は
な
く
コ
フ
ト
と
訓
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
『
書
紀
集
解
』
の
措
置
に
酷
似
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
を
う
か
が
わ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
古
典
大
系
本
以
降
は
、
コ
フ
ト
の
訓
が
『
古
事
記
伝
』
の
コ
ビ
ト

に
修
正
さ
れ
て
（
少
な
く
と
も
「
子
人
」
・
「
子
首
」
の
訓
と
し
て
は
妥
当
）、
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現
在
の
か
た
ち
と
な
っ
た
。

以
上
、注
釈
の
展
開
を
み
て
き
た
が
、迷
走
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

『
古
事
記
伝
』
の
脱
字
説
が
斥
け
ら
れ
た
の
は
よ
い
と
し
て
、「
首
」
を
コ
ビ
ト
と

訓
む
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
み
た
『
日
本
紀
標
註
』
は
、「
首
」
を
「
子

ト

人
」
と
「
同
人
に
説
け
る
は
非
な
り
」
と
同
一
人
説
を
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
、

『
書
紀
集
解
』
に
対
し
て
「
首
の
一
字
コ
ウ
ド
と
訓

ム

べ
き
理

リ

な
き
を
し
る
べ
し
」

と
い
う
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、「
首
」
を
「
子
首
」
に
改
め
る
脱
字
説
に
よ
っ
て

こ
び
と

躱
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
行
の
注
釈
は
脱
字
説
を
回
避
す
べ
く「
首
」

と
し
、
半
ば
『
書
紀
集
解
』
に
立
ち
戻
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、『
日
本
紀
標
註
』
の

批
判
に
再
び
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
首
の
一
字
を
コ
ビ
ト
と
訓
む
べ
き
理
は

な
い
。

四こ
の
間
、『
日
本
紀
標
註
』
の
ほ
か
に
も
重
要
な
指
摘
が
み
う
け
ら
れ
る
。
鈴

木
重
胤
『
日
本
書
紀
伝
』
は
、『
古
事
記
伝
』
の
説
に
従
っ
て
「
首
」
と
子
首
を

し
こ
ぶ
ち

同
一
人
と
み
な
し
つ
つ
、
②
に
「
首
」
の
弟
と
し
て
み
え
る
「
色
弗

（
２５
）

」
と
位

階
を
比
較
し
、
彼
が
没
し
た
時
点
で
子
首
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
て
い

る
（
２６
）

。
位
階
に
つ
い
て
重
胤
が
挙
げ
た
の
は
、
子
首
の
④
⑨
と
次
の
記
事
で
あ

る
。

し
こ

ぶ

ち

正
五
位
上
忌
部
宿
禰
色
布
知
卒
。
詔
贈
二

従
四
位
上
。一

以
二

壬
申
年
功
一

也
。

（『
続
日
本
紀
』
巻
第
二
・
大
宝
元
年
六
月
癸
卯
条
）

右
の
よ
う
に
、
色
布
知
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
没
し
た
時
点
で
正
五
位
上

で
あ
っ
た
。
対
す
る
子
首
は
、
大
宝
二
年
に
従
五
位
下
か
ら
一
階
昇
っ
て
従
五
位

上
と
な
る
か
ら
（
④
）、
弟
で
あ
る
は
ず
の
色
布
知
に
三
階
の
差
を
つ
け
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
重
胤
は
こ
れ
を
見
過
ご
さ
ず
、
色
布
知
の
「
壬
申
年
功
」
を
次

の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
で
解
決
を
は
か
っ
て
い
る
。

…
…
兄
に
在
り
な
が
ら
後
れ
た
る
は
、
功
臣
と
云
ふ
程
に
は
非
ざ
り
し
な
る

ノ

可
し
、
通
証
に
式
外
近
江
国
滋
賀
郡
色
弗
明
神
社
、
在
二

葛
川
谷
坊
村
、一

古
来

称
二

之
地
主
神
一

云
と
有
れ
ば
、
色
弗
主
は
近
江
朝
廷
に
在
り
て
、
心
を
通
は
し

仕
奉
れ
る
故
に
、
殊
に
挙
げ
給
へ
る
こ
そ
有
り
け
め
、

要
す
る
に
、
壬
申
紀
に
記
さ
れ
た
子
首
の
働
き
は
大
し
た
功
で
は
な
く
、
色
布

知
に
は
そ
れ
を
上
回
る
殊
功
が
あ
っ
た
は
ず
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、『
日
本
書
紀
通
証
』
の
指
摘

（
２７
）

に
よ
っ
て
近
江
に
「
色
弗
明
神
社
」
が
あ
る

こ
と
を
挙
げ
、
色
布
知
が
「
近
江
朝
廷
に
在
り
て
、
心
を
通
は
し
仕
奉
れ
る
」、

つ
ま
り
内
通
の
功
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。「
色
弗
明
神
社
」
は
、
大
津
市
葛
川

坊
村
町
の
地
主
神
社
の
境
内
社
で
「
思
古
淵
明
神
」
を
祀
っ
て
い
る
も
の
を
指
す

よ
う
だ
が

（
２８
）

、
忌
部
色
布
知
と
関
係
が
あ
る
か
否
か
す
ら
不
明
で
あ
る
。「
近
江

朝
廷
に
在
り
て
」
云
々
と
い
う
の
は
、
重
胤
の
苦
し
紛
れ
と
も
い
う
べ
き
臆
測
に

過
ぎ
な
い
。そ
の
せ
い
か
、重
胤
の
指
摘
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
子
首
と
色
布
知
の
位
階
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
有
効
性
は
失
わ
れ
て

い
な
い
。
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五重
胤
が
臆
測
を
た
く
ま
し
く
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
子
首
が
色
布
知
の

兄
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
②
で
色
布
知
の
兄
と

し
て
み
え
る
の
は
「
首
」
で
あ
る
。「
首
」
を
子
首
と
同
一
人
と
決
め
つ
け
る
の

を
止
め
て
、ひ
と
ま
ず
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、

か
ば
ね

「
首
」
を
コ
ビ
ト
と
訓
む
の
は
無
理
で
あ
る
。
姓
と
し
て
の
首
と
同
じ
く
オ
ビ
ト

と
訓
む
べ
き
で
は
な
い
か
。「
大
津
連
首
」
の
名
が
「
意
毘
登
」
と
も
表
記
さ
れ

る
例
が
あ
る
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た

（
２９
）

。
他
に
「
大
伴
宿
禰
首
」
と
い
う
名
も
み

え
る

（
３０
）

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
新
大
系
本
も
オ
ビ
ト
と
訓
ん
で
い

お
び
と

る
。
聖
武
天
皇
の
諱
も
「
首

（
３１
）

」
で
あ
っ
た
。
当
時
と
し
て
首
の
名
は
決
し
て

珍
し
く
な
か
っ
た
。

首
と
弟
の
色
布
知
、
そ
し
て
両
者
と
の
関
係
が
記
さ
れ
て
い
な
い
子
首
、
以
上

の
三
者
に
つ
い
て
経
歴
を
整
理
し
て
み
よ
う
（
付
表
）。
こ
こ
ま
で
に
関
係
資
料

は
ほ
ぼ
出
尽
く
し
て
い
る
が
、
色
布
知
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
記
事
が
あ
る
か

ら
、
こ
こ
に
引
い
て
お
く
（
こ
れ
を
ａ
と
し
、
前
掲
の
『
続
日
本
紀
』
巻
第
二
・

大
宝
元
年
六
月
癸
卯
条
を
ｂ
と
す
る
）。

ａ
『
日
本
書
紀
』
巻
第
卅
・
持
統
四
年
正
月
戊
寅
朔
条

物
部
麻
呂
朝
臣
樹
二

大
盾
。一

神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
読
二

天
神
寿
詞
。一

畢
忌
部

宿
禰
色
夫
知
奉
二

上
神
璽
剣
鏡
於
皇
后
。一

皇
后
即
天
皇
位
。
公
卿
百
寮
、
羅

列
匝
拝
、
而
拍
手
焉
。

さ
て
、
付
表
に
し
た
が
っ
て
首
と
子
首
と
の
関
係
を
見
定
め
て
い
き
た
い
。

首
の
み
え
る
記
事
は
②
と
③
し
か
な
い
か
ら
、
壬
申
の
乱
に
際
し
て
の
動
静
も

不
明
、
没
年
も
不
明
と
な
る
。
そ
れ
で
も
、
②
と
③
は
首
の
族
内
に
お
け
る
立
場

を
う
か
が
う
に
十
分
な
内
容
と
い
え
る
。
②
は
「
忌
部
首
首
」
に
連
の
姓
を
賜
っ

た
と
い
う
が
、
賜
姓
に
与
っ
た
の
は
首
一
人
で
は
な
く
、
同
日
と
も
に
天
皇
を
拝

し
た
色
布
知
ら
一
族
に
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
四
年
後
の
八
色
の
姓
制
定
に
基

づ
く
宿
禰
賜
姓
で
は
、「
忌
部
連
」
と
い
う
「
氏
」
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る

（
３２
）

か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
宿
禰
賜
姓
に
与
っ
た
範
囲
の
一
族
を
代
表
す
る
者
が
、
②
の

時
点
に
お
い
て
は
首
で
あ
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
首
が
氏
上
で

あ
っ
た
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
実
質
的
に
は
氏
上
に
相

当
す
る
地
位
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
以
下
、
煩
を
避
け
る
た
め
に
、
右
の
よ

う
な
立
場
に
あ
る
者
を
氏
上
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

③
の
時
点
に
お
い
て
も
、
ひ
き
つ
づ
き
首
が
氏
上
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
小

錦
中

（
３３
）

の
冠
位
を
帯
す
る
マ
ヘ
ツ
キ
ミ

（
３４
）

と
し
て
国
家
的
修
史
事
業
に
参
与
し

た
の
は
、
一
族
を
代
表
す
る
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
②
か
ら
わ
ず
か

一
年
の
間
に
氏
上
の
交
代
が
あ
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。

こ
こ
で
、
③
に
関
し
て
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、『
日
本
古
代
人
名

辞
典
』
一
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年
五
月
）
の
問
題
で
あ
る
。
同
書
の
「
忌

部
首
子
首
」
の
項
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る
。

…
…
〔
天
武
〕
十
・
三
小
錦
中
の
時
、
詔
に
よ
っ
て
川
島
皇
子
、
忍
壁
皇
子

ら
と
共
に
、
帝
紀
及
び
上
古
諸
事
を
記
し
定
め
た
。
子
首
及
び
大
嶋
の
二
人
が

親
ら
筆
を
執
っ
て
こ
れ
を
録
し
た
。
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付
表

記

事

・

年

月

事

項

首
（
お
び
と
）

色
布
知
（
し
こ
ぶ
ち
）

子
首
（
こ
び
と
）

①
天
武
元
年

（
六
七
二
）
七
月

壬
申
の
乱

（
ｂ
に
よ
れ
ば
功
あ
り
）

荒
田
尾
赤
麻
呂
と
と
も
に
飛
鳥
古
京
を
守
備

②
天
武
九
年

（
六
八
〇
）
正
月

連
賜
姓

色
布
知
と
と
も
に
悦
拝

首
と
と
も
に
悦
拝

③
天
武
十
年

（
六
八
一
）
三
月

詔

帝
紀
・
上
古
諸
事
記
定
に
参
与
。
時
に
小
錦
中

天
武
十
三
年
（
六
八
四
）
十
二
月

宿
禰
賜
姓

ａ
持
統
四
年

（
六
九
〇
）
正
月

即
位
式

（
す
で
に
没
か
）

神
璽
剣
鏡
を
奉
上

ｂ
大
宝
元
年

（
七
〇
一
）
六
月

色
布
知
没

時
に
正
五
位
上
、
贈
従
四
位
上

④
大
宝
二
年

（
七
〇
二
）
三
月

叙
位

従
五
位
下
よ
り
従
五
位
上
に
昇
叙

⑤
慶
雲
元
年

（
七
〇
四
）
十
一
月

遣
奉
幣
使

伊
勢
神
宮
に
使
し
幣
帛
な
ど
を
供
え
る

⑥
和
銅
元
年

（
七
〇
八
）
三
月

任
官

出
雲
守
。
こ
の
時
す
で
に
正
五
位
下

⑦
和
銅
四
年

（
七
一
一
）
四
月

叙
位

正
五
位
上

⑧
和
銅
七
年

（
七
一
四
）
正
月

叙
位

従
四
位
下

⑨
養
老
二
年

（
七
一
八
）
正
月

叙
位

従
四
位
上

⑩
養
老
三
年

（
七
一
九
）
閏
七
月

子
首
没

時
に
散
位
従
四
位
上
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首
と
子
首
を
同
一
人
と
す
る
点
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、「
子
首
及
び
大
嶋

の
二
人
が
親
ら
筆
を
執
っ
て
こ
れ
を
録
し
た
」
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
な
誤
り
で

あ
る
。
③
に
「
親
執
レ

筆
以
録
焉
」
と
あ
る
「
大
嶋
・
子
首
」
と
は
、
中
臣
大
嶋

と
平
群
子
首
の
こ
と
で
あ
る

（
３５
）

。
一
二
名
の
中
で
最
下
位
と
な
る
大
山
位
の
二

人
が
執
筆
作
業
に
あ
た
っ
た
わ
け
で
、
記
載
順
か
ら
い
っ
て
も
「
子
首
」
が
忌
部

首
を
指
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
平
群
子
首
と
の
混
同
は
『
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
）
や
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二

〇
〇
九
年
一
二
月
）
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
錯
誤
の
孫
引
き
と
い
う

べ
き
か
。
こ
れ
ら
の
誤
っ
た
説
明
を
用
い
た
と
思
し
い
論
考
が
近
年
に
至
っ
て
も

み
ら
れ
る
な
ど
、
影
響
は
小
さ
く
な
い
の
で
特
に
指
摘
し
て
お
く
。

本
題
に
戻
ろ
う
。
③
以
降
、
首
の
名
は
み
え
な
く
な
り
、
代
わ
っ
て
色
布
知
が

氏
上
の
地
位
に
就
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ａ
に
よ
れ
ば
、
色
布
知
は
持
統
の
即
位

式
に
お
い
て
神
璽
の
剣
・
鏡
を
捧
げ
て
い
る
。
大
盾
を
立
て
た
物
部
（
石
上
）
麻

呂
と
天
神
寿
詞
を
読
ん
だ
中
臣
大
嶋
は
、
ａ
の
時
点
で
そ
れ
ぞ
れ
直
広
参
（
朱
鳥

元
年
九
月
乙
丑
以
前
叙
）
以
上
・
直
大
肆
（
朱
鳥
元
年
正
月
以
前
叙
）
以
上
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
確
認
さ
れ
る
か
ぎ
り
族
内
最
高
位
で
あ
る
。
こ
の
三
名
の
即
位

式
に
お
け
る
役
割
を
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
統
的
な
氏
族
の
代
表
者
が
務
め
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
氏
上
が
首
か
ら
色
布
知
に
交
代
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
最
も
蓋
然
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
③
以
降
ａ
ま
で
の
九
年
間
に
首
が
没
し
た
こ
と
で
あ

る
。
当
時
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
兄
弟
の
地
位
が
途
中
で
逆
転
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
藤
原
仲
麻
呂
が
兄
の
豊
成
を
超
え
て
太
政
官
の
首
班
に
な
ろ

う
と
し
た
際
、豊
成
の
左
遷
が
必
要
と
さ
れ
た
、と
い
う
例
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
首
の
死
亡
記
事
が
み
え
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う

が
、
こ
の
点
は
不
審
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
。『
日
本
書
紀
』
巻
第
廿
九
・
卅

に
薨
卒
記
事
が
み
え
る
の
は
、
皇
族
、
大
錦
（
四
位
相
当
）
以
上
の
者
、
壬
申
の

功
臣
な
ど
で
贈
位
の
対
象
と
な
っ
た
者
、
皇
子
が
弔
問
に
遣
わ
さ
れ
る
ほ
ど
の
高

僧
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
ほ
ぼ
か
ぎ
ら
れ
て
い
る

（
３６
）

。
首
が
大
錦
に
昇

ら
な
い
う
ち
に
没
し
、
贈
位
の
対
象
と
も
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
死
亡
記
事

が
み
え
な
く
て
当
然
な
の
で
あ
る
。
首
と
同
じ
く
天
武
朝
に
小
錦
中
と
あ
っ
て
、

そ
の
後
の
消
息
が
不
明
の
者
と
し
て
は
「
間
人
連
大
蓋
」（
天
武
四
年
四
月
癸
未

条
）
が
い
る
。
一
階
上
の
小
錦
上
で
も
「
大
伴
連
国
麻
呂
」（
天
武
四
年
七
月
己

酉
条
）
・
「
河
辺
臣
百
枝
」（
同
六
年
十
月
癸
卯
条
）
の
例
が
あ
る

（
３７
）

。
ち
な
み

に
、
③
に
み
え
る
一
二
名
の
う
ち
で
は
、
首
の
ほ
か
に
桑
田
王
・
阿
曇
稲
敷
・
難

波
大
形
・
平
群
子
首
の
四
名
が
没
年
不
明
と
な
っ
て
い
る
。

六ａ
の
時
点
で
氏
上
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
色
布
知
は
、
大
宝
元
年
に
没
し
た
こ
と

が
ｂ
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
翌
年
か
ら
、
俄
に
存
在
感
を
み
せ
て
く
る
の
が
子

首
で
あ
る
。
①
以
降
三
〇
年
の
間
隔
が
空
い
て
、
④
で
再
び
あ
ら
わ
れ
た
時
に
は

従
五
位
下
で
あ
っ
た
。
従
五
位
下
と
な
っ
た
時
期
は
当
然
不
明
で
あ
る
が
、
大
宝

令
の
位
階
制
に
移
行
し
た
の
は
ｂ
の
直
前
で
あ
る
か
ら
、
旧
制
下
で
す
で
に
直
広
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肆
（
従
五
位
下
相
当
）
と
な
っ
て
い
た
か
、
勤
位
（
六
位
相
当
）
以
下
か
ら
移
行

に
と
も
な
う
昇
階
が
あ
っ
た
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
子
首
と
首
を
同
一
人
と
す
る
に
は
甚
だ
不
都
合
な
事
実
が
み
え
て
く

る
。
③
で
首
の
帯
し
て
い
た
天
智
三
年
制
の
小
錦
中
と
浄
御
原
令
制
の
直
広
肆
と

を
比
べ
れ
ば
、
直
広
肆
の
方
が
明
ら
か
に
下
位
で
あ
る
か
ら

（
３８
）

、
③
か
ら
④
ま

で
の
二
一
年
間
に
、
こ
の
人
物
は
一
階
以
上
の
降
階
を
う
け
た
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
従
五
位
下
の
前
が
勤
位
以
下
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
大
幅
な
降

階
を
想
定
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

「
名
例
律
」
除
法
条
に
は
、「
免
官
者
。
三
載
之
後
。
降
二

先
位
二
等
一

叙
。
免

所
居
官
。
及
官
当
者
。
朞
年
之
後
。
降
二

先
位
一
等
一

叙
（
３９
）

」
と
み
え
る
。
大
宝

律
以
前
に
同
様
の
規
定
が
存
在
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
罪
に
問
わ
れ

免
官
あ
る
い
は
免
所
居
官
と
な
っ
た
者
が
、
再
叙
の
際
に
降
階
を
う
け
る
こ
と
は

あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
詔
に
よ
っ
て
降
階
さ
れ
る
場
合

も
あ
っ
た
。

詔
、
内
蔵
寮
允
大
伴
男
人
坐
レ

贓
。
降
二

位
二
階
、一

解
二

見
任
官
。一

典
鑰
置
始

多
久
与
二

菟
野
大
伴
一

亦
坐
レ

贓
。
降
二

位
一
階
、一

解
二

見
任
官
。一

監
物
巨
勢
邑
治
、

雖
二

物
不
一レ

入
二

於
己
、一

知
レ

情
令
レ

盗
之
。
故
降
二

位
二
階
、一

解
二

見
任
官
。一

然
置

始
多
久
、
有
レ

勤
二

労
於
壬
申
年
役
之
。一

故
赦
之
。
但
贓
者
依
レ

律
徴
納
。

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
卅
・
持
統
七
年
四
月
辛
巳
条
）

右
の
例
で
は
、
官
有
物
横
領
の
罪
に
問
わ
れ
た
大
伴
男
人
ら
が
、
勅
断
に
よ
り

冠
位
を
二
階
あ
る
い
は
一
階
降
さ
れ
て
い
る
。
置
始
多
久
が
壬
申
の
乱
に
お
け
る

「
勤
労
」
に
よ
っ
て
降
階
を
免
れ
た
と
い
う
の
も
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
彼
ら

の
冠
位
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。「
内
蔵
寮
允
」
や
「
典
鑰
」
は
「
官
位
令
」
に

よ
れ
ば
従
七
位
以
下
の
相
当
官
で
あ
る
。
巨
勢
邑
治
の
「
監
物
」
は
、
令
制
の
大

監
物
な
ら
従
五
位
下
、
中
監
物
な
ら
従
六
位
上
の
相
当
官
だ
が
、
八
年
後
に
「
参

河
守
務
大
肆

（
４０
）

」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
降
階
以
前
は
務
大
参
あ
た
り
で

少
監
物
（
正
七
位
下
相
当
官
）
程
度
の
職
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

事
件
に
関
与
し
た
者
は
い
ず
れ
も
務
位
（
七
位
相
当
）
以
下
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
下
級
官
人
に
よ
る
事
件
で
す
ら
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
た
る
首
に
降
階
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
記
録
に
残
っ

て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
例
の
よ
う
に
官
位
を
剝
奪
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

小
錦
下
久
努
臣
摩
呂
、
坐
レ

対
二

捍
詔
使
、一

官
位
尽
追
。

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
廿
九
・
天
武
四
年
四
月
丁
亥
条
）

久
努
摩
呂
は
こ
の
六
日
前
に
朝
参
停
止
の
勅
を
受
け
た
が
（
同
月
辛
巳
条
）、

そ
れ
を
伝
え
る
使
者
に
反
抗
し
た
ら
し
く
、
結
局
官
位
を
す
べ
て
失
う
こ
と
と

な
っ
た
。
後
に
許
さ
れ
た
摩
呂
は
、
天
武
の
殯
宮
に
誄
を
奉
じ
た
官
人
の
一
人
と

し
て
再
び
姿
を
み
せ
る
。

直
広
肆
阿
倍
久
努
朝
臣
摩
呂
、
誄
二

刑
官
事
。一

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
廿
九
・
朱
鳥
元
年
九
月
丙
寅
是
日
条
）
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官
位
を
失
っ
て
一
一
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
冠
位
は
直
広
肆
、
も

と
の
小
錦
下
と
ほ
ぼ
等
し
い
。
浄
御
原
令
の
位
階
制
に
移
行
し
た
の
は
前
年
の
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
本
位
の
小
錦
下
に
復
し
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。
摩
呂
の
例
か
ら
は
、
一
旦
位
階
を
剝
奪
さ
れ
た
者
す
ら
、
本
位
よ

り
下
位
に
再
叙
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

位
階
の
あ
り
か
た
に
関
し
て
、
さ
ら
に
次
の
記
事
を
み
て
お
こ
う
。

田
中
臣
鍛
師
・
柿
本
臣
猨
・
田
部
連
国
忍
・
高
向
臣
摩
呂
・
粟
田
臣
真
人
・

物
部
連
摩
呂
・
中
臣
連
大
嶋
・
曾
禰
連
韓
犬
・
書
直
智
徳
、

壱
拾
人
、
授
二

小
錦
下
位
。一

是
日
、
舎
人
造
糠
虫
・
書
直
智
徳
、
賜
レ

姓
曰
レ

連
。

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
廿
九
・
天
武
十
年
十
二
月
癸
巳
条
）

右
で
小
錦
下
を
授
け
ら
れ
た
一
〇
名

（
４１
）

に
つ
い
て
、
以
降
の
位
階
の
変
動
を

み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
う
ち
田
中
鍛
師
・
田
部
国
忍
は
、
他
の
記
事
に
ま
っ

た
く
み
え
な
い
。
曾
禰
韓
犬
は
天
武
四
年
四
月
癸
未
条
に
大
山
中
と
み
え
る
が
、

右
の
記
事
以
降
は
不
明
で
あ
る
。
書
智
徳
は
持
統
六
年
五
月
甲
申
条
に
直
広
壱
を

贈
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
少
し
前
に
没
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
生
前
の
冠

位
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
舎
人
糠
虫
は
叙
位
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
没
し
、
大
錦
上

を
贈
ら
れ
て
い
る
（
天
武
十
一
年
二
月
是
月
条
）。
以
上
を
除
い
た
五
名
に
つ
い

て
は
、
生
前
に
位
階
の
変
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

五
名
中
、
最
も
高
位
に
昇
っ
た
の
は
物
部
摩
呂
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
も

ふ
れ
た
石
上
麻
呂
で
、
以
下
出
典
を
省
略
す
る
が
、
朱
鳥
元
年
九
月
ま
で
に
直
広

参
、
持
統
十
年
十
月
ま
で
に
直
広
壱
、
文
武
四
年
十
月
ま
で
に
直
大
壱
、
大
宝
元

年
三
月
に
正
正
三
位
（
正
三
位
）、
慶
雲
元
年
正
月
に
従
二
位
、
和
銅
元
年
正
月

に
正
二
位
に
到
っ
て
い
る
。
大
宝
令
の
位
階
制
に
換
算
す
れ
ば
（
小
錦
下
は
直
広

肆
・
従
五
位
下
相
当
と
し
て
お
く
）、天
武
十
年
か
ら
の
二
七
年
間
で
一
一
階
昇
っ

た
こ
と
に
な
る
。
大
宝
元
年
ま
で
の
二
〇
年
間
で
は
九
階
の
昇
進
で
あ
る
。

こ
れ
に
次
ぐ
の
が
粟
田
真
人
で
、
天
武
十
四
年
五
月
ま
で
に
直
大
肆
、
文
武
三

年
十
月
ま
で
に
直
大
弐
、
大
宝
二
年
五
月
ま
で
に
正
四
位
下
、
慶
雲
二
年
八
月
に

従
三
位
、
霊
亀
元
年
四
月
に
正
三
位
に
到
り
、
天
武
十
年
か
ら
の
三
四
年
間
で
九

階
昇
っ
て
い
る
。
大
宝
元
年
ま
で
の
二
〇
年
間
で
は
五
階
の
昇
進
で
あ
る
。
次
い

で
高
向
摩
呂
は
、
大
宝
二
年
五
月
ま
で
に
従
四
位
上
、
慶
雲
二
年
四
月
に
正
四
位

下
、
和
銅
元
年
正
月
に
正
四
位
上
よ
り
従
三
位
、
天
武
十
年
か
ら
の
二
七
年
間
で

八
階
の
昇
進
で
あ
る
。
摩
呂
は
天
武
十
三
年
四
月
の
時
点
で
小
錦
下
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
大
宝
二
年
五
月
ま
で
の
位
階
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
間
に
遣
新
羅
大

使
の
功
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
大
宝
二
年
五
月
以
降
は
粟
田
真
人
と
同
階
な
い
し
そ

の
二
階
下
ま
で
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
元
年
の
新
制
移
行
直
前
の
位

階
は
直
大
弐
か
ら
直
大
参
ま
で
の
間
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

中
臣
大
嶋
は
③
に
み
え
る
大
山
上
か
ら
の
昇
叙
で
、
朱
鳥
元
年
正
月
ま
で
に
直

大
肆
と
な
り
、
持
統
七
年
三
月
ま
で
に
直
大
弐
で
没
し
て
い
る
。
天
武
十
年
か
ら

の
一
二
年
間
で
、小
錦
下
か
ら
五
階
昇
っ
た
こ
と
に
な
る
。柿
本
猨
に
つ
い
て
は
、

小
錦
下
と
な
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
和
銅
元
年
四
月
に
従
四
位
下
で
没
し
た
こ
と
が

み
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
天
武
十
年
か
ら
の
二
七
年
間
で
四
階
昇
っ
て
い

る
。
従
四
位
下
に
到
る
ま
で
の
昇
叙
の
時
期
は
も
ち
ろ
ん
不
明
だ
が
、
任
官
等
の
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記
事
が
ま
っ
た
く
み
え
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
大
宝
元
年
以
降
の
七
年
間
で
四

階
も
昇
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
大
宝
令
制
移
行
ま
で
に
幾
分
か
の
昇
叙
を
う
け

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

右
の
五
名
の
う
ち
、
石
上
麻
呂
や
粟
田
真
人
な
ど
の
大
幅
な
昇
進
に
つ
い
て

は
、
も
ち
ろ
ん
単
に
年
功
を
積
ん
だ
か
ら
で
は
な
く
、
彼
ら
が
官
人
と
し
て
特
に

有
能
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
柿
本
猨
の
よ
う
に
事

績
が
ま
っ
た
く
み
え
な
い
者
も
位
階
は
上
昇
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
官
人
の

位
階
の
変
動
を
長
期
的
に
と
ら
え
た
と
き
、
上
昇
が
み
ら
れ
る
の
が
当
時
と
し
て

自
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
昇
進
を
妨
げ
る
要
因
と
し
て
、
一
般
的
に
考

え
ら
れ
る
の
が
族
姓
に
よ
る
制
約
で
あ
る
が
、
忌
部
氏
の
場
合
は
色
布
知
が
正
五

位
下
、
子
首
が
従
四
位
上
に
到
っ
て
い
る
か
ら
、
首
が
存
命
で
あ
れ
ば
大
宝
以
前

に
直
大
弐
程
度
ま
で
昇
っ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。

以
上
に
み
た
と
こ
ろ
か
ら
、
天
武
十
年
に
小
錦
中
で
あ
っ
た
忌
部
首
が
、
大
宝

二
年
に
従
五
位
下
で
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
の
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

し
か
し
、
小
錦
中
か
ら
従
五
位
下
で
は
降
階
と
な
る
点
に
関
し
て
は
、
従
来
指

摘
す
る
も
の
す
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
首
が
罪
に
問
わ
れ
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
記
事
は
存
在
せ
ず
、
降
階
を
想
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
う

し
た
検
討
を
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
首
と
子
首
を
同
一
人
と
み
な
し
て
き
た
の
は

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

同
一
人
説
に
は
、
鈴
木
重
胤
の
指
摘
し
た
色
布
知
と
子
首
の
位
階
の
上
下
に
関

す
る
問
題
が
す
で
に
あ
っ
た
。
加
え
て
、
首
と
子
首
の
位
階
に
関
し
て
も
整
合
的

に
説
明
し
が
た
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
見
過
ご
し
て
き
た
同
一

人
説
と
は
、
そ
ろ
そ
ろ
訣
別
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

七忌
部
子
首
を
首
と
は
別
人
と
し
て
み
る
と
、
子
首
の
位
階
に
関
す
る
問
題
は
一

挙
に
解
消
し
て
し
ま
う
。
首
の
小
錦
中
と
の
関
係
は
も
ち
ろ
ん
、
色
布
知
と
の
関

係
も
子
首
を
兄
と
み
る
か
ら
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

あ
ら
た
め
て
子
首
の
経
歴
を
確
認
し
よ
う
。

ま
ず
、
①
に
記
さ
れ
た
子
首
は
「
荒
田
尾
直
赤
麻
呂
」
と
行
動
を
と
も
に
し
て

い
る
。
①
が
両
名
の
こ
と
を
「
赤
麻
呂
等
」
と
も
記
す
よ
う
に
、
主
導
す
る
赤
麻

呂
に
対
し
従
属
的
な
立
場
に
あ
っ
た
の
が
子
首
で
あ
る
。
荒
田
尾
赤
麻
呂
の
名
は

①
の
ほ
か
に
み
え
な
い
が
、
天
武
十
四
年
十
月
丙
子
条
に
「
荒
田
尾
連
麻
呂
」
が

み
え
る
。
こ
の
麻
呂
が
赤
麻
呂
と
同
族
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
荒
田
尾
氏
は
こ
の
間

に
連
姓
を
賜
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
忌
部
氏
と
異
な
り
八
色
の
姓
に
よ
る
賜
姓
に

は
与
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
有
力
氏
族
と
は
考
え
ら
れ
な
い
荒
田
尾
氏
の
赤
麻

呂
よ
り
も
、
①
の
子
首
は
格
下
の
扱
い
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
子
首
は
当
時
三
〇
歳
前
後
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
同
族
内
で
の
地
位

も
さ
し
て
高
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
点
は
特
に
不
自
然
で
は
な

い
。
そ
し
て
、
乱
後
の
論
功
行
賞
に
お
い
て
も
子
首
は
同
様
の
扱
い
を
う
け
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

愛
知
淑
徳
大
学
大
学
院
―
文
化
創
造
研
究
科
紀
要
―

第
五
号

一
二
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選
二

諸
有
功
勲
者
、一

増
二

加
冠
位
。一

仍
賜
二

小
山
位
以
上
、一

各
有
レ

差
。

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
廿
八
・
天
武
元
年
十
二
月
辛
酉
条
）

子
首
が
功
を
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
叙
さ
れ
た
の
は
右
に
い
う
「
小
山
位
以

上
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
小
錦
位
（
五
位
相
当
）
な
ど
で
は
な
く
、
大
山
位
（
六

位
相
当
）
以
下
だ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
そ
こ
か
ら
三
〇
年
か
け
て
従
五
位
下
に

昇
っ
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、
子
首
の
記
事
が
み
え
な
い
こ
と

も
、
六
位
以
下
に
あ
た
る
身
分
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
問
題
に
な
ら
な
い
し
、
氏
上

で
あ
っ
た
首
や
色
布
知
よ
り
一
貫
し
て
下
位
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
も
自
然
で

あ
る
。
②
と
③
は
子
首
の
経
歴
か
ら
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

色
布
知
の
没
後
、
④
お
よ
び
⑥
～
⑨
の
よ
う
に
、
子
首
は
累
進
し
て
従
四
位
上

に
到
っ
て
い
る
。
⑤
が
忌
部
氏
の
職
掌
に
よ
り
任
に
あ
た
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る

点
も
あ
わ
せ
て
、
子
首
は
色
布
知
の
後
を
襲
っ
て
氏
上
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
首
と
子
首
の
間
に
色
布
知
を
お
い
て
み
る
と
、
三
名
の
経
歴
に

何
ら
不
自
然
な
点
は
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
首
・
色
布
知
兄
弟
と
子
首
と
は
、
い

ず
れ
も
忌
部
氏
宗
家
の
出
身
者
と
み
ら
れ
、
世
代
も
離
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

近
親
者
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。ま
た
、同
一
人
説
を
ま
ね
い
た
ほ
ど
の「
首
」・

「
子
首
」
と
い
う
名
の
近
似
性
に
つ
い
て
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
こ

の
点
に
ふ
れ
て
、
稿
を
閉
じ
た
い
。

男
孔
王
部
結
、
年
参
拾
歳
、

正
丁

男
孔
王
部
子
結
、
年
弐
拾
歳
、

少
丁

右
は
「
下
総
国
葛
飾
郡
大
嶋
郷
戸
籍
」（
養
老
五
年
）
に
み
え
る
兄
弟
の
名
で

あ
る

（
４２
）

。
八
世
紀
の
籍
帳
に
お
い
て
、
兄
弟
・
姉
妹
で
対
応
す
る
名
を
も
つ
例

が
少
な
く
な
い
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る

（
４３
）

。
特
に
、
兄
や
姉
の
名
に
ヲ
・

コ
（「
小
」
・
「
乎
」
・
「
子
」
・
「
古
」）
を
冠
す
る
名
に
つ
い
て
は
、
弟
や
妹

に
つ
け
ら
れ
る
名
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が
同
母
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
な
ど

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
４４
）

。
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
官
人
の

名
は
、
籍
帳
に
み
え
る
名
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め

（
４５
）

、

子
首
は
首
の
同
母
弟
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
首
・
子

首
の
よ
う
に
対
応
す
る
名
を
も
た
な
い
色
布
知
は
、
彼
ら
と
は
異
母
で
あ
ろ
う

か
。以

上
の
考
察
が
お
お
よ
そ
誤
り
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
小
錦
中
で
天
武
十
年
の

帝
紀
・
上
古
諸
事
の
記
定
に
与
っ
た
忌
部
首
と
、
伊
勢
神
宮
奉
幣
使
・
出
雲
守
を

歴
任
し
従
四
位
上
に
昇
っ
た
子
首
と
は
別
人
で
あ
る
。「
首
」
と
「
子
首
」
と
い

う
差
を
無
視
し
、
安
易
に
同
一
人
と
み
な
す
の
は
適
当
で
な
い
。
同
様
の
問
題
は

他
に
も
想
起
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
に
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注
（
１
）
佐
野
正
巳
「
八
千
矛
物
語
の
成
立
―
国
守
忌
部
首
子
首
の
追
憶
―
」（『
出
雲
風
土
記
と

そ
の
社
会
』〈
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
九
年
五
月
〉
第
三
章
二
。
初
出
一
九
七
〇
年
）。
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（
２
）
門
脇
禎
二
ａ
『
出
雲
の
古
代
史
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
六
年
一
二
月
）
一

八
六
～
一
九
二
頁
。
た
だ
し
、
門
脇
ｂ
『
古
代
出
雲
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇

〇
三
年
一
月
）
三
〇
七
～
三
一
一
頁
で
は
一
部
変
更
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
美
多
実
「『
日
本
書
紀
』
の
修
成
と
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
勘
造
」（『
風
土
記
・
斐

伊
川
・
大
社
』〈
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
一
年
三
月
〉
第
一
部
第
二

章
。
初
出
一
九
八
二
年
三
月
）。

（
４
）
中
村
友
一
「
忌
部
首
子
首
と
天
武
・
持
統
代
の
出
雲
」（『
出
雲
古
代
史
研
究
』
二

七
、
二
〇
一
七
年
七
月
）。

（
５
）『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
『
日
本
書
紀
』
下
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
一
一
月
）

に
よ
る
。
た
だ
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
る
。

（
６
）『
続
日
本
紀
』
の
引
用
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

続
日
本
紀
』
一
（
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
三
月
）
・
二
（
同
、
一
九
九
〇
年
九
月
）
に
よ
る
（
以
下
、
新
大
系

本
）。
た
だ
し
、
私
見
に
よ
り
ル
ビ
や
返
り
点
を
改
め
て
付
す
こ
と
が
あ
る
。

（
７
）「
大
伴
連
・
佐
伯
連
・
阿
曇
連
・
忌
部
連
・
尾
張
連
…
…
、
五
十
氏
、
賜
レ

姓
曰
二

宿

禰
一

」。

（
８
）
な
お
、
新
大
系
本
は
「
子
首
」
に
「
こ
お
び
と
」、「
子
人
」
に
「
こ
ひ
と
」
と
ル

ビ
を
付
し
て
お
り
、
異
表
記
で
な
く
別
名
と
扱
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、

養
老
二
年
正
月
庚
子
条
の
脚
注
に
「
忌
部
子
首
な
い
し
忌
部
子
人
に
つ
く
る
」
と

い
う
の
み
で
不
明
で
あ
る
。

（
９
）『
本
居
宣
長
全
集
』
九
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
七
月
）
四
一
二
～
四
一
三
頁
。

た
だ
し
、
後
述
の
よ
う
に
『
古
事
記
伝
』
は
、
天
武
九
年
正
月
甲
申
条
の
「
忌
部

首
首
」
に
つ
い
て
「
子
」
の
脱
字
が
あ
っ
た
も
の
と
し
、
本
文
を
改
め
て
い
る
。

（
１０
）
門
脇
前
掲
注
（
２
）ａ
書
や
美
多
前
掲
注
（
３
）
書
は
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
離
任
、

佐
野
前
掲
注
（
１
）
書
第
二
章
や
門
脇
前
掲
注
（
２
）ｂ
書
は
和
銅
四
年
（
七
一
二
）

離
任
と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
確
実
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
１１
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系

日
本
書
紀
私
記

釈
日
本
紀

日
本
逸
史
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
三
二
年
二
月
）
二
七
九
頁
。

（
１２
）
卜
部
兼
右
本
（『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
』
五
六
〈
八
木
書
店
、
一
九
八

三
年
九
月
〉）、
寛
文
九
年
版
本
（
国
文
研
ヤ
２
―
８
―
１４
、
国
文
学
研
究
資
料
館

「
館
蔵
和
古
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
画
像
に
よ
る
）
な
ど
を
参
看
。

（
１３
）『
日
本
古
典
文
学
大
系

日
本
書
紀
』
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
七
月
。
以
下
、

古
典
大
系
本
）、
前
掲
注
（
５
）
書
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

日
本
書
紀
』
③

（
小
学
館
、
一
九
九
八
年
六
月
）
ほ
か
。

（
１４
）『
古
事
記
伝
』
十
五
之
巻
（
一
七
九
七
年
刊
。『
本
居
宣
長
全
集
』
十
〈
筑
摩
書
房
、

一
九
六
八
年
一
一
月
〉
一
八
三
頁
）。

（
１５
）『
書
紀
集
解
』
巻
之
二
十
八
（
一
八
〇
六
年
頃
刊
。『
書
紀
集
解
』
四
〈
臨
川
書
店
、

一
九
六
九
年
九
月
〉
一
七
五
三
頁
）。

（
１６
）
同
右
、
一
六
八
四
頁
。

（
１７
）『
書
紀
集
解
』
も
「
忌
部
首
首
」
の
姓
の
「
首
」
に
「
オ
フ
ト
」
の
傍
訓
を
付
し
て

い
る
。

（
１８
）
前
掲
注
（
９
）
書
四
一
三
頁
。『
続
日
本
紀
』
巻
第
六
・
和
銅
七
年
三
月
丁
酉
条
に

「
沙
門
義
法
還
俗
。
姓
大
津
連
、
名
意
毘
登
。
授
二

従
五
位
下
。一

為
レ

用
二

占
術
一

也
」

と
み
え
る
人
物
が
、
同
巻
第
八
・
養
老
五
年
正
月
甲
戌
条
に
は
「
陰
陽
従
五
位
上

大
津
連
首
」
と
み
え
る
こ
と
を
指
摘
。

（
１９
）
た
だ
し
、『
日
本
古
典
全
書

日
本
書
紀
』
六
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
七
年
六
月
）

は
①
～
③
の
「
子
人
」
・
「
首
」
に
「
こ
ふ
と
」
と
ル
ビ
を
付
し
て
い
る
。
後
述
。

（
２０
）『
日
本
紀
標
註
』
巻
之
二
十
四
（
小
林
林
之
助
、
一
八
九
一
年
一
二
月
）
三
十
七
丁
。

（
２１
）『
日
本
書
紀
通
釈
』
五
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
一
年
九
月
）
に
よ
る
。
三

愛
知
淑
徳
大
学
大
学
院
―
文
化
創
造
研
究
科
紀
要
―

第
五
号

一
四
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六
八
五
頁
・
三
六
九
九
頁
。

（
２２
）『
日
本
書
紀
新
講
』
下
（
明
文
社
、
一
九
三
八
年
五
月
）
五
六
五
頁
・
五
七
二
頁
。

そ
こ
で
は
校
訂
に
関
し
て
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
同
書
・
上
（
一
九
三
六
年

一
〇
月
）
二
〇
頁
に
「
此
の
日
本
書
紀
新
講
の
本
文
は
、
家
蔵
の
蓬
室
・
飯
田
武

郷
校
本
に
拠
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

（
２３
）『
日
本
書
紀
』
下
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
二
年
一
二
月
）
三
五
二
頁
・
三
五
七
頁
。

（
２４
）
前
掲
注
（
１９
）
書
。

（
２５
）
後
に
み
る
「
色
夫
知
」
・
「
色
布
知
」
は
同
名
異
表
記
と
み
て
問
題
な
い
。
以
下
、

色
布
知
と
表
記
す
る
。

（
２６
）『
鈴
木
重
胤
全
集
』
四
（
鈴
木
重
胤
先
生
学
徳
顕
揚
会
、
一
九
三
八
年
七
月
）
一
八

五
頁
。

（
２７
）
谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
証
』
三
（
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
一
一
月
）
一
八
四

三
頁
。

（
２８
）『
滋
賀
県
神
社
誌
』（
滋
賀
県
神
社
庁
、
一
九
八
七
年
一
二
月
）
三
頁
、
地
主
神
社
・

由
緒
の
項
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

…
…
当
社
創
建
以
前
は
太
古
よ
り
司
水
神
と
し
て
思
古
淵
神
が
祀
ら
れ
、
安
曇

川
上
流
で
働
く
筏
師
等
の
守
護
神
と
し
て
信
仰
が
厚
か
っ
た
、
今
も
境
内
社
と

し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

シ
コ
ブ
チ
の
名
義
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
太
古
よ
り
祀
ら
れ
て
い
る
司
水
神
と

す
れ
ば
大
宝
元
年
没
の
忌
部
色
布
知
と
は
関
係
が
な
い
。
仮
に
、
同
地
に
所
縁
の

あ
る
人
物
を
神
と
し
て
祀
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
名
の
「
布
勢
朝
臣

色
布
智
」（『
日
本
書
紀
』
巻
第
卅
・
持
統
六
年
七
月
乙
未
条
）
・
「
高
向
朝
臣
色

夫
智
」（『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
・
慶
雲
四
年
二
月
甲
午
条
な
ど
）
ら
が
存
在
す
る

か
ら
、
忌
部
色
布
知
を
近
江
に
結
び
つ
け
る
の
は
相
当
無
理
が
あ
る
。

（
２９
）
前
掲
注
（
１８
）
参
照
。

（
３０
）『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
・
養
老
二
年
正
月
庚
子
条
（
⑨
で
は
省
略
）
な
ど
。

（
３１
）『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』（『
群
書
類
従
』
五
〈
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
〇
年
二

月
訂
正
三
版
〉
二
七
頁
）。

（
３２
）
前
掲
注
（
７
）
参
照
。

（
３３
）
浄
御
原
令
制
の
直
広
参
（
大
宝
令
制
の
正
五
位
下
に
相
当
）
と
直
大
肆
（
同
じ
く

従
五
位
上
に
相
当
）
の
中
間
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。
天
武
十
三
年
二
月
庚
辰

条
に
小
錦
中
と
み
え
る
大
伴
安
麻
呂
が
、
二
年
後
の
朱
鳥
元
年
正
月
是
月
条
で
は

直
広
参
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
お
お
よ
そ
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
天
武
十
二
年
十
二
月
丙
寅
条
に
大
錦
下
（
直
大
弐
と
直
広
弐
の
中
間
）
と
み

え
る
羽
田
八
国
が
、
朱
鳥
元
年
三
月
丙
午
条
で
直
大
参
と
な
っ
て
い
る
例
が
あ
り
、

こ
の
点
は
古
典
大
系
本
以
下
で
疑
問
と
さ
れ
て
い
る
。
試
み
に
大
錦
下
を
錦
冠
の

下
か
ら
四
階
目
と
し
て
み
る
と
、
直
大
参
も
直
冠
の
下
か
ら
四
階
目
で
対
応
す
る

こ
と
に
な
る
。
右
に
よ
れ
ば
小
錦
中
は
直
大
肆
相
当
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

以
下
で
子
首
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
小
錦
中
と
従
五
位
下
と
の
高

下
で
あ
っ
て
、
小
錦
中
が
直
広
肆
お
よ
び
従
五
位
下
よ
り
上
位
で
あ
る
こ
と
は
動

か
な
い
。

（
３４
）
倉
本
一
宏
『
古
代
国
家
成
立
期
の
政
権
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
一
月
）

第
二
部
第
三
章
第
一
節
（
初
出
一
九
八
七
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、「
律
令
制
成
立
期

に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
官
司
・
使
節
に
お
い
て
、
諸
臣
（
マ
ヘ
ツ
キ

ミ
層
）
が
そ
の
実
務
を
分
掌
し
、
皇
親
が
そ
の
上
部
に
あ
っ
て
統
括
す
る
と
い
う
、

二
重
の
管
轄
方
式
が
採
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
な
お
、
③
に
関
し
て
も
「
修
史

事
業
に
お
い
て
は
、
川
嶋
皇
子
と
忍
壁
皇
子
が
総
裁
的
地
位
、
広
瀬
王
、
竹
田
王
、

桑
田
王
、
三
野
王
、
上
毛
野
君
三
千
が
第
二
の
職
階
、
忌
部
連
首
、
阿
曇
連
稲
敷
、
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難
波
連
大
形
が
第
三
の
職
階
、
中
臣
連
大
嶋
、
平
群
臣
子
首
が
第
四
の
職
階
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
３５
）『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
五
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
三
月
）
の
「
中
臣
連
大

嶋
」
の
項
に
は
「
…
…
大
嶋
は
平
群
臣
子
首
と
み
ず
か
ら
筆
を
執
っ
て
こ
れ
を
録

マ
マ

し
た
」
と
あ
り
、
同
六
（
一
九
七
三
年
一
月
）
の
「
平
群
首
子
首
」
の
項
に
も
「
…

…
大
嶋
、
子
首
は
、
親
ら
筆
を
と
っ
て
録
し
た
（
書
紀
）」
と
あ
る
。
後
述
の
『
日

本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』
も
同
様
で
、「
中
臣
連
大
島
」
・
「
平
群
臣
子
首
」
の
項

の
説
明
は
正
し
い
が
、「
忌
部
宿
禰
子
首
」の
項
と
の
矛
盾
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
。

（
３６
）
こ
れ
に
該
当
し
な
い
の
は
「
阿
倍
夫
人
薨
」（
天
武
十
年
二
月
戊
辰
条
）
と
「
京
職

大
夫
直
大
参
許
勢
朝
臣
辛
檀
努
卒
」（
天
武
十
四
年
三
月
辛
酉
条
）
の
二
例
の
み
で

あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、「
後
宮
職
員
令
」
に
あ
て
は
め
れ
ば
夫
人
は
三
位
以
上

と
な
る
か
ら
、「
薨
」
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
例
と
い
え
る
。
後
者
の

「
直
大
参
」
は
小
錦
上
と
小
錦
中
の
中
間
に
あ
た
る
が
、
特
に
記
載
さ
れ
た
理
由
は

不
明
。

（
３７
）
小
野
毛
野
薨
伝
（『
続
日
本
紀
』
和
銅
七
年
四
月
辛
未
条
）
に
「
小
錦
中
毛
人
之
子

也
」、
巨
勢
邑
治
薨
伝
（
同
神
亀
元
年
六
月
癸
巳
条
）
に
「
中
納
言
小
錦
中
黒
麻
呂

之
子
也
」
と
あ
り
、
小
野
毛
人
・
巨
勢
黒
麻
呂
は
天
武
朝
に
小
錦
位
で
没
し
た
と

み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
『
日
本
書
紀
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
３８
）
前
掲
注
（
３３
）
参
照
。

（
３９
）『
日
本
思
想
大
系

律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
一
二
月
）
三
〇
頁
。

（
４０
）『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
正
月
丁
酉
条
。
た
だ
し
、
参
河
（
三
河
）
は
上
国
だ
か
ら

守
は
従
五
位
下
相
当
官
と
な
る
。
大
宝
令
施
行
以
前
は
、『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年

正
月
甲
子
条
に
「
詔
曰
、
凡
任
二

国
司
一

者
、
除
二

畿
内
及
陸
奥
・
長
門
国
、一

以
外
皆

任
二

大
山
位
以
下
人
一

」
と
あ
っ
て
六
位
相
当
の
勤
位
（
大
山
位
）
以
下
と
さ
れ
た

こ
と
し
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
従
七
位
下
相
当
の
務
大
肆
と
い
う
点
に
は
不
審
が

残
る
。『
日
本
書
紀
』・『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
同
時
期
の
他
の
国
司
は
、
確
認
さ

れ
る
か
ぎ
り
勤
広
壱
以
上
だ
が
、
務
大
肆
は
勤
広
壱
の
一
三
階
下
で
あ
る
。
こ
の

点
は
新
大
系
本
な
ど
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

（
４１
）
翌
十
一
年
正
月
癸
卯
条
に
「
大
山
上
舎
人
連
糠
虫
、
授
二

小
錦
下
位
一

」
と
い
う
舎

人
糠
虫
を
加
え
た
人
数
と
さ
れ
る
。

（
４２
）『
寧
楽
遺
文
』
上
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
二
年
九
月
訂
正
版
）
一
八
頁
。

（
４３
）
栗
田
寛
「
兄
弟
姉
妹
人
名
略
表
」（『
栗
里
先
生
雑
著
』
三
〈
現
代
思
潮
社
、
一
九

八
〇
年
五
月
〉
一
二
五
～
一
三
四
頁
）
な
ど
。

（
４４
）
長
久
保
恭
子
「「
和
風
諡
号
」
の
基
礎
的
考
察
」（
竹
内
理
三
編
『
古
代
天
皇
制
と

社
会
構
造
』〈
校
倉
書
房
、
一
九
八
〇
年
三
月
〉
四
七
～
七
〇
頁
）。

（
４５
）
崔
建
植
「
上
代
人
名
の
様
相
―
記
・
書
紀
に
お
け
る
長
幼
の
序
列
に
よ
る
対
比
的

命
名
を
中
心
に
―
」（『
日
本
語
の
研
究
』
二
―
一
、二
〇
〇
六
年
一
月
）
は
、
記
紀

に
お
け
る
「
対
比
的
命
名
」
に
は
籍
帳
で
み
ら
れ
な
い
要
素
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
が
、
記
紀
に
お
い
て
も
「
小
」（
ヲ
・
コ
）
が
ほ
ぼ
兄
弟
姉
妹
間
の
年
少
者
側

に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
崔
論
文
の
な
か
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
脱
稿
後
、
大
山
誠
一
『
神
話
と
天
皇
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
に

ふ
れ
た
。
同
書
は
忌
部
子
首
に
つ
い
て
、
記
紀
神
話
成
立
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
人
物
と
し
て
従
来
説
以
上
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
総
じ
て
首
・

子
首
同
一
人
説
を
前
提
と
し
た
推
論
で
あ
り
、
天
武
十
年
三
月
丙
戌
条
の
「
首
」
を

平
群
子
首
と
「
区
別
」
し
た
表
記
と
す
る
の
も
説
得
力
を
も
た
な
い
。

愛
知
淑
徳
大
学
大
学
院
―
文
化
創
造
研
究
科
紀
要
―
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五
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